
 

【問】不動産賃貸業を営む甲は、令和 6 年 7 月 31 日

に死亡しました。相続人は長男 A と次男 B の 2 人で

す。甲は生前に消費税の適格請求書発行事業者の登

録を受けています（A と B はその登録を受けていま

せん）。A と B のどちらかが甲の事業を承継する予定

ですが、協議がまとまらず甲の賃貸不動産は未分割

状態です。 
上記の場合、消費税の適格請求書保存方式(№938 参

照)において A と B の必要な手続と、甲の適格請求書

発行事業者登録の効力について教えてください。  
【回答】 
１．結論 
(1)適格請求書発行事業者の甲の死亡に伴い、相続人の

A と B は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を

甲の所轄税務署長に提出する義務があります。 
(2)相続財産(賃貸不動産)が未分割の期間は、A と B が

ともに相続により甲の事業を承継した相続人と取扱

われ、甲の死亡日の翌日から最長 4 ヶ月間（みなし

登録期間）は、A と B が適格請求書発行事業者の登

録を受けた事業者とみなされます。この A と B が適

格請求書発行事業者とみなされる措置の適用がある

期間は甲の登録が有効で、甲の登録番号が記載され

た適格請求書の発行義務を負います。 
(3)A 又は B が甲の事業を承継した場合、みなし登録期

間を経過後に適格請求書発行事業者の登録を受ける

ためには、登録申請書の提出が必要です。 
２．解説 
(1)適格請求書発行事業者が死亡した場合の手続 
   適格請求書発行事業者が死亡した場合は、その相続

人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を、死

亡した者の所轄税務署長あてに提出する義務があり

ます（消費税法（消法）57 条の 3 第 1 項）。 
(2)相続により事業を承継した相続人がいる場合の死

亡した適格請求書発行事業者の登録の効力 
  適格請求書発行事業者が死亡した場合、その登

録の効力は［(1)の届出書の提出日の翌日］又は［死

亡日の翌日から 4 ヶ月を経過した日］のいずれか早

い日に失われるのが原則です(消法 57条の 3第 2項）。

ただし、相続により被相続人の事業を承継した相続

人がいるときには、次の特例があります。 
  相続により適格請求書発行事業者の事業を承継し

た相続人（適格請求書発行事業者を除く。）は、相続

のあった日の翌日から、その相続人が［適格請求書

発行事業者の登録を受けた日の前日］又は［適格請

求書発行事業者であった被相続人が死亡した日の

翌日から 4 ヶ月を経過する日］のいずれか早い日ま

での期間（「みなし登録期間」）において、適格請求

書発行事業者とみなされ、適格請求書の発行義務を

負います。この場合において、みなし登録期間中は

被相続人の登録番号が、その相続人の登録番号とみ

なされます（同第 3 項）。 
（3）共同相続（未分割）があった場合の登録の効力 

相続人が複数いる場合において相続財産が未分割

の期間中は、適格請求書発行事業者である被相続人

の事業を承継する相続人は確定しないことから、こ

れらの相続人（適格請求書発行事業者を除く）は、

その全員が(2)に規定する「相続により適格請求書発

行事業者の事業を承継した相続人」に該当するもの

とされます。この場合において、（2）のみなし登録

期間の末日までに相続財産の分割が実行されたと

きは、適格請求書発行事業者であった被相続人の事

業を承継しない
．．．

相続人は、相続財産の分割が実行さ

れた日以後は適格請求書発行事業者とはみなされ

ません（消法基本通達 1-7-5）。 
  例えば、A が不動産賃貸業を承継し、令和 6 年

11 月 1 日に相続財産である賃貸不動産が分割され、

11 月 25 日に A が適格請求書発行事業者の登録の

通知を受けた場合は、同年 8 月 1 日～11 月 25 日が

「みなし登録期間」となり、A は同期間中の全期間、

B は同期間中のうち賃貸不動産の未分割期間、つま

り 8 月 1 日～10 月 31 日（分割実行日 11 月 1 日の

前日）の期間において、適格請求書発行事業者とみ

なされます。この期間中、A と B は甲の登録番号に

より適格請求書を発行します。 
（4）事業を承継した者の適格請求書発行事業者登録 
  (2)と(3)の場合において、適格請求書発行事業者

である被相続人(甲）の登録は、みなし登録期間後に

その効力が失われます。したがって、相続人の A 又

は B が後継者として甲の事業を承継し、みなし登録

期間後も適格請求書を交付しようとする場合は、そ

の後継者が新たに登録申請書を提出し、適格請求書

発行事業者の登録を受ける必要があります（消法基

本通達 1-7-4）。（担当：山崎信義） 
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